
令和　８年　３月１７日

沖昌エンジニアリング（株）

東京都北区東十条６－４－１５

Ｒ７利根川下流河川事務所積算技術業務

利根川下流河川事務所

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　７年　９月１１日

履 行 期 間 (至) 令和　８年　３月３１日

　　６２，６８９，０００円（税込み）

＋　１７，２２８，２００円（税込み）

　　７９，９１７，２００円（税込み）

別紙のとおり

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業　　務　　概　　要

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

河川改修（築堤・護岸（当初A）３工事、（当初B）３工事、
　　　　　築堤・護岸（変更A）１０工事、（変更B）６工事、
　　　　　築堤・護岸（数量精査）１工事、
　　　　　浚渫（河川）（当初B）２工事、（数量精査）０工事、
　　　　　樋門・樋管（当初B）１工事、（変更B）１工事、
　　　　　樋門・樋管（数量精査）２工事、
　　　　　水門（変更A）１工事、（変更B）０工事）
現地調査（現地調査５回）
打合せ　（対象工事毎の打合せ２８工事）

業 種 区 分

業 務 場 所

（第1回）契約変更の内容

業 務 の 名 称



変更契約の内容別紙

１．数量内訳の変更

　　令和７年度に予定していた数量について、補正予算による発注工事数の増に

　伴い、当初発注で見込んでいない積算が必要になった工事の追加及び積算内容の

　精査に伴い、数量内訳を以下の通り変更する。

　　築堤・護岸の積算内容精査に伴い、当初Ａの１工事を３工事に、当初Ｂの１工

　事を３工事に、変更Ａの１工事を１０工事に、変更Ｂの２工事を１０工事に、数

　量精査１９工事を１工事に変更する。

　　浚渫（河川）の積算内容精査に伴い当初Ｂの１工事を２工事に、数量精査１工

　事を０工事に変更する。

　　樋門・樋管の積算内容精査に伴い当初Ｂの０工事を１工事に、変更Ｂの３工事

　を１工事に数量精査１工事を２工事に変更する。

　　水門の積算内容精査に伴い変更Ａの０工事を１工事に、変更Ｂの１工事を０工

　事に変更する。

２．工期

　　履行期間は元設計のとおりとする。

変　更　理　由
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